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と
め
青
年
会
議
所
は
、
青
少
年

育
成
事
業
の
一
環
と
し
て
、
市
内

各
中
学
校
か
ら
生
徒
２
人
が
参
加

す
る「
登
米
市
子
供
議
会
」を
開
催

し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
日
頃
抱

い
て
い
る
ま
ち
づ
く
り
、
行
政
に

対
す
る
質
問
・
提
案
な
ど
、
生
徒

が
議
員
役
と
な
り
、
市
長
を
は
じ

め
と
し
た
関
係
部
局
と
議
論
を
交

わ
し
ま
す
。
入
場
は
無
料
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
傍
聴
く
だ
さ
い
。

11
月
11
日（
土
）午
後
０
時

30
分
〜
４
時
50
分

※
受
け
付
け
後
、
傍
聴
席
で
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市
役
所
迫
庁
舎（
３
階
議

会
議
事
堂
）

と
め
青
年
会
議
所

（
担
当
＝
杉
山
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）７
１
１
３

　

平
成
30
年
度
の
登
米
市
振
興
総

合
補
助
金（
み
や
ぎ
の
水
田
農
業

改
革
支
援
事
業
・
園
芸
特
産
重
点

強
化
整
備
事
業
）の
事
業
要
望
調

査
を
実
施
し
ま
す
。
事
業
実
施
希

望
者
は
、
対
象
経
費
な
ど
を
ご
確

認
の
上
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
内
容
は
、
変
更
に
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

❶

営
農
集
団（
３
戸

以
上
）、
農
地
所
有
適
格
化
法
人

な
ど　

水
稲
、
麦
、
大
豆
、

飼
料
作
物
な
ど

※
既
存
の
機
械
・
施
設
の
更
新
は
、

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

❷

農
協
園
芸
特
産
関

係
部
会
、
農
業
法
人
、
任
意
組
合

（
３
戸
以
上
）な
ど

イ
チ
ゴ
、キ
ュ
ウ
リ
、

ト
マ
ト
、
ホ
ウ
レ
ン
草
、
ネ
ギ
類
、

ソ
ラ
豆
、
タ
マ
ネ
ギ
、
キ
ャ
ベ
ツ
、

ナ
ス
、
カ
ボ
チ
ャ
、
ニ
ラ
、
ニ
ン

ニ
ク
、
ス
プ
レ
ー
菊
、
小
菊
、
ト

ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
、
ス
ト
ッ
ク
、
リ

ン
ゴ
、
シ
イ
タ
ケ
、
木
炭

※
施
設
・
機
械
の
更
新
、
既
存
施

設
へ
の
追
加
導
入
は
、
対
象
外
と

な
り
ま
す
。

❶
規
約
ま
た
は
定

款
、
参
考
見
積
書（
１
社
）、カ
タ

ロ
グ
類
、作
付
計
画
図
❷
規
約
ま

た
は
定
款
、参
考
見
積
書（
１
社
）、

カ
タ
ロ
グ
類
、
施
設
位
置
図

11
月
17
日（
金
）産

業

経
済
部
農
産
園
芸
畜
産
課（
農
産

園
芸
振
興
係
）　
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販
売
促
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ

る
商
業
振
興
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

ま
す
。
魅
力
あ
る
店
内
Ｐ
Ｏ
Ｐ
や

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
な
ど
、
売
り
場
づ

く
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
得
ら
れ
る
機

会
で
す
。
商
業
者
皆
さ
ん
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

11
月
13
日（
月
）午
後
６
時

ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
グ
ラ
ン

ヴ
ィ
ア「

売
上
ア
ッ
プ
の
た
め
の

広
報
戦
略
」

松ま
つ

嶌し
ま

葉よ
う

子こ

氏（
中
小
企
業

診
断
士
・
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
・
東
京
商
工
会
議
所
登
録
専

門
家
）

無
料

産
業
経
済
部
商
業

観
光
課（
商
業
振
興
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
３
４中小企業診断士・カラー

コーディネーター・東京
商工会議所登録専門家

保護者が仕事、病気その他
の理由で、昼間家庭にいない市内小学校に
在籍する児童

❶平日＝放課後～午後 6時 30分
❷長期休業日、土曜日、振替休業日＝午前
7時 30分～午後 6時 30分

日曜、祝日、年末年始
※原則として、インフルエンザや台風など
による学校閉鎖や緊急事態が発生した場合
は、学校と同じように閉所します。

無料（おやつ代、教材費や保険
料などは、個人負担となります）

11月１日（水）から17日（金）まで
に、児童館または子育て支援センターに必
要書類を提出してください

詳しくは、各児童クラブまで
お問い合わせください
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みやぎの水田農業改革支援事業の対象経費など

園芸特産重点強化整備事業の対象経費など
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